
長崎県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要領 

 

長崎県障害福祉サービス事業者等に対するサービス継続支援事業実施要綱(以

下、「実施要綱」という。）３の事業による長崎県障害福祉サービス事業所等に対

するサービス継続支援事業実施要領は次のとおりとする。 

 

（通則） 

第１条 長崎県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補

助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「適正化法」とい

う。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令

第 255号）、長崎県補助金等交付規則（昭和 40年長崎県規則第 16号。以下「規

則」という。）、長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱（平成 19年長崎県告示

460号の９）及びこの要領の定めるところによる。 

 

（交付の対象） 

第２条 この要領において補助を受けることができる者は、実施要綱３に定め

る障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等を運営する社会福祉法人又は特

定非営利活動法人等とする。 

 

（補助対象経費） 

第３条 障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費の例は、実施

要綱別添１及び別添２のとおりとする。 

 

（補助額の算定方法）  

第４条 補助金は、次により算出する。なお、算出された交付額に 1,000円未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）次の（ア）及び（イ）の方法により算出された額を比較していずれか少な

い方の額 

 （ア）対象経費の実支出額と、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

（社会福祉法人の場合にあっては、寄付金収入額のみを除く。）を控除した額と

を比較して少ない方の額。 

 （イ）実施要綱別添１及び別添２により算出した基準額。 

 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 



（１）事業の内容の変更をする場合（軽微な変更を除く。）には、県知事の承認

を受けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、県知事の承認を受けなければなら

ない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場

合には、速やかに県知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確

定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（交付の決定の除外） 

第６条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、

交付の決定を行わないものとする。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの 

 

（申請手続） 

第７条 この補助金の交付の申請については、様式第１号により別途定める日

までに県知事に提出して行うものとする。 

 

（変更申請手続） 

第８条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追

加交付申請等を行う場合には、第７条に定める申請手続に従い、別途定める日ま

でに行うものとする。 

 

（補助金の交付の決定の通知） 

第９条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容

及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に様

式第３号により通知しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第 10条 知事は、補助事業者が第６条各号のいずれかに該当することが判明し、



補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定

の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反

したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に

関して法令等に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助金に係る補助金等

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 前２項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった

後においても適用があるものとする。 

 

 

（実績報告） 

第 11条 補助事業者は、補助事業が完了（補助事業の廃止の承認を受けた場合

を含む。）したときは、その日から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交

付決定があった日の属する年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに、

実績報告書（実施要領様式第２号）に関係書類を添えて提出するものとする。 

 

（補助金等の交付） 

第 12 条 規則第 14 条の規定により確定の通知を受けた補助事業者は、補助金

等の交付を受けようとするときは、様式第４号を提出しなければならない。 

２ 補助金は、必要があると認める場合においては、予算の範囲内において概算

払いをすることができる。この場合においては、様式第４号の２を提出しなけれ

ばならない。 

 

（その他） 

第 13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年９月１５日から施行する。 

この要領は、令和４年３月２日から施行する。 

 


